
６ 生涯を通じて学び、歴史が身近に感じられるまち

１ 生涯にわたるを通じた学びの充実

○目指すまちの姿

○施策の現状と課題

① 施設の老朽化に伴い、新設図書館の整備と市民センター内のリノベーションを行います。市民の認知度

が低いことが課題とされていた市民活動支援センターを市民センター内に移動し、より市民活動の充実を

図ることが必要です。

市内団体の文化及びスポーツ等の活動の場として、公民館、体育館・グラウンド、地域センター・地区セ

ンター、学校施設開放等により、活動の推進を図っていますが、更なる利用を促進するため、施設利用料の

支払方法の改善といった利用者の利便性を高めるしくみが必要となっています。

② 公民館では、こまえ市民大学等の様々なテーマの講座や地域に関する知識・理解を深める連続講座を

開催し、学び直しの場となっているとともに子ども、高齢者、子育て世代、外国人、障がい者等の多様なニ

ーズに対応した事業や大学、民間事業者等と連携した事業を展開していますが、利用する世代の高齢化

や固定化が進んでいる中で子ども・若者や現役世代のニーズを把握し、多世代の利用を促進する必要が

あります。

市民センターの改修では、生涯を通じた学びの充実に向けて、子育て世代や若年層などの利用を促し、

多世代の交流の場として多くの人に愛される場とするとともにライフステージに応じた多様な生涯学習の

場を提供することを予定しています。さらに様々な団体の活動の場や市民と団体の交流の場づくり、団体間

の連携や支援などを通じて、市民の自主的な活動を支援することにより生涯学習及び市民活動の充実を

図る必要があります。

③ 図書館においては、狛江市における市民１人当たりの蔵書冊数が人口同規模市等と比較して少なく、市

民アンケート、市民ワークショップ等では蔵書の充実を望む意見が多くあり、市として望ましい蔵書の規模

や構成、適切な蔵書方法の実現を図ることが必要です。

今後の図書サービスについては、様々なライフスタイルや年代に応じて多様な市民ニーズがあることから、

新設図書館や改修後の市民センター図書コーナー、各図書室、電子図書館等の施設・機能を有効活用す

ることのできるネットワーク機能を実現し、市内全域の図書サービスを充実させることが必要です。

誰もが生涯を通じて学べる環境が整っており、一人ひとりが自分にあった学びを楽しめるとともに市民同

士の交流活動が行われています。

○施策の方向性

方向性１ 学びの環境づくりの充実

・市民センターは、より多くの人に開かれ、全ての世代が集う施設として子育て世代や若年層などの利用を促
し、多世代の交流の場となるよう効率的かつ利便性を向上させることにより、多くの人が利用しやすい環境づ
くりに努めます。
・図書館は、市民の学びや暮らしを彩り、狛江の実りを未来へつなぐ図書館として子どもから高齢者まで市民
に必要な学びの場や機会を提供し、多彩な知・文化の拠点となるための環境づくりに努めます。
・地域における団体や学校等を含めた関連施設等が連携し、一人ひとりが地域の身近な場所で学ぶことが
できる環境の充実とともに利便性の向上を図ります。

【説明】①②③について市民センター、図書館、その他の関連施設について環境づくりを進める方向性としました。

方向性２ 多様なニーズやライフステージに応じた学びの充実

・各種団体や大学、事業者等と連携し、学習・活動の場の確保を推進するとともに、事業や地域で活動してい
る団体等の情報を効果的に発信していくことで、市民の学びを支援します。

・他の施設とは独立していた市民活動支援センターを気軽に立ち寄りやすい市民センターに移転し、市民活

動の活性化や新たなきっかけづくりにつなげるとともに公民館、図書コーナー、市民活動支援センターがそれ

ぞれの役割を発揮しながら有機的に連携し、生涯学習と市民活動の相乗効果を図り、市民の生涯を通じた

学びと市民活動を支援します。また、

・図書館では、新設図書館と市民センター図書コーナーで形成される新図書館が核となり、コンパクトなまち

を活かしたサービス網を構築するとともに、電子図書館の効果的活用も含め、既存の図書室や学校図書館と

連携を図り、市全体で図書サービスの充実を図ります。また、文化施設の計画的な改修等を行います。

【説明】②③に対して生涯学習を推進することや市民活動を支援する方向性としました。

方向性３ 学びを活かす機会の充実

・市民の学びの成果を、地域における課題の解決等、市民が自主的・自発的に地域のために活用していける
よう、市民協働や市民活動支援センター（こまえくぼ１２３４）を軸とした関係団体等との連携も含めて、次世
代を担う人材の育成・発掘や学びからつながるネットワーク等の支援を行います。
・市民活動支援センター（こまえくぼ１２３４）を中心に、市民と行政による協働のまちづくりを推進し、より良い
市民生活の実現に向け、地域における課題の解決に資する取組を行う市民及び市民公益活動団体を支援
していきます。

【説明】①②に対して市民活動支援センターを中心に関係団体の連携、団体の支援を進める方向性としました。

資料５



６ 生涯を通じて学び、歴史が身近に感じられるまち

２ 芸術文化・スポーツの振興

○目指すまちの姿

○施策の現状と課題

① 市民ホールは令和４年に改修工事を行い、客席や内装のリニューアル等を行い、リニューアルオープン
後の稼働率は以前より高くなっています。また、えきまえ広場やぽかぽか広場を活用したイベント、駅前ライ
ブ、学校公演事業等の音楽や芸術文化に触れる機会を創出しています。市民の生きがいづくりや豊かな
心の育成、芸術文化の振興を図るため、より一層の取組が求められます。

② 公民館では、コロナ禍以降の利用者は回復傾向であり、いべんと西河原や中央公民館のつどいを開催
し、日々の活動の成果を展示やコンサートで発表することで利用者同士や市民との交流を深め、芸術文化
活動を推進するとともに映画会を開催するなど公民館の事業を通して芸術文化に触れることができる機
会を提供しています。利用団体の自主的な活動を支援するとともに、活躍の場を提供する必要があります。

③ スポーツを楽しむきっかけをつくり、世代を超えて、誰もが、いつでも、どこでも気軽にスポーツを楽しむこ
とができるよう、生涯スポーツの推進を図り、仲間づくり、体力向上や生きがいづくりにつなげるため、各種
スポーツ大会や教室を実施しています。
地域のスポーツ関係団体と連携するほか、協定を締結している研究機関やスポーツ団体についても連

携した事業を実施しています。
一度離れてしまった体育施設の利用者数をコロナ禍前の水準まで回復させる取組が必要です。

④ 旧狛江第四小学校跡地は、小学校としての機能を終えてから体育施設として 20年間暫定活用されて
きましたが、校舎棟については、施設の老朽化だけでなく台風による浸水被害等により取壊しが必要となっ
ています。また、多摩川住宅ニ号棟の建替えもあり、子育て世帯、児童数の増加が見込まれることから市内
で貴重なオープンスペースである公共公益地区として必要な機能や規模等の整備に向けた検討を進めて
います。
現在の体育施設機能の維持に加え室内温水プールを整備するとともに、震災時における地域の防災機

能として、避難所及び災害時集合場所を確保することとしています。さらに、プールについては、今後の学校
プールの在り方等を整理した上で、学校利用を可能とすることも検討します。
また、放課後児童対策としての子どもたちの居場所を確保することや高齢者が地域で安心して暮らせる

ようこまほっとシルバー相談室の移転についても検討しています。
その他にも施設利用者や地域に対する利便性、快適性を高めるような付加価値を創出するための民間

活力の導入についても検討を進める必要があります。

地域資源を活かした芸術文化に触れられるとともに自身にあったスポーツ活動に親しみ心身ともに健や

かな生活を送ることができています。

○施策の方向性

方向性１ 芸術文化に触れる機会の充実

・学校や関係機関と連携し、子どもから高齢者まで多くの市民が芸術文化に身近に触れることができる機会

の提供や、積極的な情報発信を行います。

・市民ホールだけでなく、えきまえ広場やぽかぽか広場等の様々な地域資源を活用し、音楽や芸術文化に触

れる機会を創出していきます。

【説明】前期計画の考えを踏まえ機会の提供や情報発信を行うことと、地域資源を活用することとしました。

方向性２ 芸術文化活動の推進

・地域での多様な芸術文化活動を支えるとともに、芸術文化活動に関わる人材・団体の育成や活動の場の

提供、芸術文化活動を通じた生きがいづくり等を推進していきます。

・利用者や団体の自主的な活動を支援するとともに、音楽や絵手紙等の狛江らしい芸術文化活動を推進し

ていきます。

【説明】文化活動の推進と音楽や絵手紙といった狛江らしい活動の推進としました。

方向性３ スポーツを楽しむ環境の整備

・地域でスポーツ活動をいつでも・どこでも・だれでも実践できる環境を整えるとともに、みる・支えるといった

多様な形でスポーツの楽しみや価値を実感できるような環境を整備していきます。また、体育施設の計画的

な改修等を行います。

・誰もがスポーツに気軽に参加できる取組を行い、スポーツを身近に感じ、楽しむきっかけづくりを行います。

また、関係団体と連携し、各種事業の情報発信や団体の紹介等を行うことで、スポーツ活動への興味関心を

高め、参加と仲間づくりを促進します。

・旧狛江第四小学校跡地の整備については、地域防災計画における震災時の防災機能を確保するとともに、

子どもから高齢者、競技者から生きがいづくりの活動まで、多様な世代・目的で利用できる施設となるよう検

討を進めます。

【説明】スポーツ立国戦略の基本的な考え方を基に、環境整備、スポーツ活動のきっかけづくりと旧狛江第四小跡

地の整備について検討を進めることとしました。

方向性４ 豊かな生活のためのスポーツの推進

・体力の向上、健康の維持・増進によりいつまでも健康的な暮らしを送ることができる健康長寿の実現・QOL

の向上に向けて誰もが気軽に、継続的にスポーツに親しめる取組を推進します。

・地域でにおけるスポーツや運動に何らかの形で参加を身近なものにすることにより、社会参加の場として新

たな交流や連帯感を生み出すためのきっかけづくりを行うとともに、より一層地域コミュニティ活動が幅広い

世代の参加により盛んに行われていくよう支援します。

【説明】スポーツによる健康づくりやコミュニティの活性化についての方向性としました。



６ 生涯を通じて学び、歴史が身近に感じられるまち

３ 歴史・文化の理解と継承

○目指すまちの姿

○施策の現状と課題

① 小・中学生に史跡や文化財に関するガイドブックやパンフレットを頒布するとともに、小学校６年生には、

狛江の遺跡と古墳に関する出前授業を実施し、狛江の歴史や文化への理解を深めています。大人につい

ても、史跡や文化財の現地公開や講座・講演会を実施することで、狛江の歴史や文化への理解を深めて

います。一方で、狛江の歴史や文化の継承については、地域で史跡や文化財を守り伝えていくことが望ま

しく、その担い手となる人材を発掘する必要があります。

② 古民家園では、昔の暮らしに触れる体験学習や伝統文化・生活文化に触れる体験教室を実施するとと

もに、ロケーションを活かした能楽の鑑賞会や箏曲の演奏会を実施するなど、狛江の魅力を伝える場として

も活用しています。

③ 狛江の特色である古墳を活用する方策の１つとして歴史公園の整備を進め、猪方小川塚古墳公園、亀
塚古墳公園、土屋塚古墳公園の３つの古墳公園を開園し、また、公園の開園に合わせて古墳を巡るウォー
クラリーを企画するなど、史跡の有効活用を進めています。

④ 複数の施設に分散して保管している文化財及び歴史資料等の保管場所については、旧狛江第七小学
校の跡地の一角に保管施設を整備することとしましたが、文化財及び歴史資料等の効果的な活用の拠点
となる展示場所については、今後具体的に検討していく必要があります。また、古民家園内の文化財建造
物については、日常的な維持管理の中で状態を確認し、次世代に良好な状態で継承できるよう、適切な保
護保存の措置を施す必要があります。

狛江に伝わる史跡や文化財に触れ、歴史や文化を身近に感じ、理解を深めることで地域への愛着が育ま

れ、歴史や文化が次世代に継承されています。

○施策の方向性

方向性１ 歴史・文化の継承と人材の発掘

・市民が日常的に狛江の歴史や文化に触れ、親しむことができるとともに、狛江の歴史や文化への理解を深

めて次世代に継承されていくよう、文化財や歴史資料等を効果的に活用した狛江の歴史や文化を分かりや

すく伝える展示施設について検討を進めます。

・子どもの頃から狛江に伝わる史跡や文化財、伝統的な文化に触れ、狛江の歴史や文化を身近に感じてもら

うことでることにより、地域への愛着を育んでいくとともに、史跡や文化財に親しむ機会を通じて、狛江の歴史

や文化を次世代に継承するための人材を発掘していきます。

【説明】前期計画の考え方を踏襲し、文化財の展示場所について検討することとしました。

方向性２ 史跡や文化財の効果的な活用

・市内に残る古墳については、狛江を特徴付ける史跡として、適切な保護保存の措置を施すとともに、その特

色を生かした歴史公園として整備するなど、狛江の歴史や文化を身近に感じられる場として効果的に活用し

ていきます。

・古民家園については、体験教室等にて伝統文化や生活文化に親しむ場として活用していくとともに、イベン

ト等を実施して古民家園らしい賑わいを創出するなど、地域交流の場としても活用していきます。また、文化

施設の計画的な改修等を行います。

【説明】前期計画の考え方を踏襲し、古墳公園の活用とロケーションを活かした魅力発信としました。


